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○建築基準法の施行に関する規則 
昭和56年12月28日 

規則第14号 

建築基準法の施行に関する規則をここに公布する。 

建築基準法の施行に関する規則 
  （趣旨） 

第１条 この規則は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）、建築基準法施

行令（昭和25年政令第338号。以下「政令」という。）、建築基準法施行規則（昭和25年建設

省令第40号。以下「省令」という。）、鎌倉市建築基準条例（平成 26 年 12 月条例第 29 号。

以下「建築基準条例」という。）及び鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例（平成５年 12 月条例第９号。以下「地区計画条例」という。）を施行するために必要

な事項を定めるものとする。 

（許可申請等） 

第２条 建築基準条例又は地区計画条例の規定による許可の申請をしようとする者は、許可

申請書（第１号様式）の正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図面のほか審査に必

要な図書を添えて市長に提出しなければならない。 

図面の種類 明示しなければならない事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築

物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路

の位置及び幅員（法第43条第１項ただし書の規定による許可の申請の場合

は、敷地の周囲の空地等の配置を含む。） 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部及び防火設備の位置並

びに延焼のおそれがある部分の外壁の構造 

２面以上の立

面図 

縮尺及び開口部の位置並びに延焼のおそれがある部分の外壁及び軒裏の

構造 

２面以上の断

面図 

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及

び建築物の高さ 

２ 市長は、前項の許可をしたときは、許可通知書（第２号様式）に同項の許可申請書の副本

を添えて当該申請者に通知するものとする。 

３ 省令第10条の４第１項の規定により市長が定める図書又は書面は、第１項の表に掲げる図

面のほか審査に必要な図書とする。 

４ 省令第10条の４第４項の規定により市長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図面

のほか審査に必要な図書とする。 

図面の種類 明示しなければならない事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工

作物と他の工作物との別（申請に係る工作物が政令第138条第３項第２号ハか

らチまでに掲げるものである場合は、当該工作物と建築物との別を含む。） 

平面図又は

横断面図 

縮尺及び主要部分の寸法 

側面図又は

縦断面図 

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法 

（認定及び指定申請等） 

第２条の２ 法の規定（法第57条の２第１項、法第86条第１項及び第２項、法第86条の２第１項、

法第86条の８第１項並びに省令第10条の４の２第１項に規定する認定関係規定を除く。）に

よる認定若しくは指定又は建築基準条例の規定による認定（以下「認定等」という。）の申請
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をしようとする者は、認定等申請書（第３号様式）の正本及び副本に、それぞれ、前条第１項

の表に掲げる図面のほか審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 省令第10条の４の２第１項の規定により市長が定める図書又は書面は、前条第１項の表に

掲げる図面のほか審査に必要な図書とする。 

３ 省令第10条の４の４第１項第４号、省令第10条の４の７第１項第３号、省令第10条の16第１

項第４号及び同条第２項第３号並びに省令第10条の21第１項第３号の規定により市長が定

める図書又は書面は、審査に必要な図書とする。 

４ 市長は、第１項に規定する認定等をしたときは、認定等通知書（第３号様式の２）に同項の

認定等申請書の副本を添えて当該申請者に通知するものとする。 

（違反建築物、特例容積率の限度の指定及び一定の複数建築物に対する制限の特例の認

定に関する公告） 

第２条の３ 省令第４条の17、省令第10条の４の６（省令第10条の４の８において準用する場合

を含む。）及び省令第10条の20（省令第10条の22において準用する場合を含む。）に規定

する市長が定める公告の方法は、市の掲示場への掲示とする。 

（特定建築物の定期報告） 

第３条 省令第５条第１項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年７月１日から９月

30 日までとする。 

２ 法第 12 条第１項に規定する調査は、報告の日前１箇月以内に行ったものでなければなら

ない。 

（定期報告を必要とする建築設備等の指定等） 

第４条 法第12条第３項（法第88条第１項において準用する場合を含む。以下この条において

同じ。）の規定により市長が指定する建築設備及び昇降機等（以下「建築設備等」という。）

は、次に掲げるものとする。 

⑴ 機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備、排煙機を設けた排煙設備及び非常用の

照明装置であって、政令第 16条第１項に定める建築物に設置されたもの 

⑵ 小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けら

れる室の床面よりも 50 センチメートル以上高いもの。ただし、一戸建の住宅又は長屋若し

くは共同住宅の住戸に設けられたものを除く。 

２ 省令第６条第１項の規定による報告の時期は、毎年、次の各号に掲げる建築設備等の区

分に応じ、当該各号に定める時期とする。 

⑴ 政令第16 条第３項に定める防火設備及び前項第 1号に掲げる建築設備等 ７月１日か

ら９月 30 日まで 

⑵ 政令第 16 条第３項に定める昇降機、法第 88 条第 1 項に規定する工作物及び前項第 2

号に掲げる建築設備等で、法第 87 条の 2 及び第 88 条第 1 項において準用する法第 7

条第 5 項又は法第 7 条の 2 第 5 項の規定による検査済証の交付を受けたもの 当該検

査済証の交付を受けた日の属する月と同じ月 

⑶ 政令第 16 条第３項に定める昇降機及び前項第 2 号に掲げる建築設備等で、法施行の

際現に存するもの 1月から6月までの任意の月(最初に報告を行った年の翌年以降にお

いては、最初に報告を行った日の属する月と同じ月) 

３ 法第12条第３項の規定による検査は、報告の日前１箇月以内に行ったものでなければなら

ない。 

（定期報告書の保存期間） 

第５条 省令第６条の３第５項第２号の規定により市長が定める期間は、同号に規定する書類

の提出を受けた日から起算して３年間とする。 

（垂直積雪量） 

第６条 政令第86条第３項の規定により市長が定める垂直積雪量は、33 センチメートルとする。

ただし、国が定める垂直積雪量の算定方法により算定された数値が 33 センチメートル未満

のときは、当該算定された数値とすることができる。 
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（工事監理者等の決定届） 

第７条 建築主は、法第６条第１項（法第87条第１項又は法第87条の２において準用する場合

を含む。）の規定による確認申請書を提出する際に、工事監理者又は工事施工者を定めて

いない場合は、当該工事に着手する前に工事監理者又は工事施工者を定め、工事監理者

等決定届書（第５号様式）を建築主事に提出しなければならない。 

（工程報告） 

第８条 工事監理者は、法第６条第１項の規定による確認済証の交付を受けた建築物で第３

条第１項に掲げるもの又は建築主事が特に必要とするものの工程が、次の表左欄に掲げる

建築物の区分に応じ同表右欄に掲げる工程又は建築主事が別に指定する工程に達すると

きは、その工程に達する日の３日前までに当該工事状況について、建築主事に工程報告

書（第６号様式）を提出しなければならない。 

構造上の種類 報告しなければならない工程 

木造の建築物 １ 建方を終わり、筋かい、火打材その他斜材を入れ、金物の

緊結を終わるとき。 

２ 防火構造の界壁又は隔壁の下地の工事を終わるとき。 

補強コンクリートブロック造の

建築物 

１ 基礎の配筋を終わるとき。 

２ ブロック積みを始めるとき。 

３ 各階の臥梁若しくは床又は屋根版の配筋を終わるとき。 

鉄骨造の建築物 １ 基礎のくい打ちを始めるとき。 

２ 基礎の配筋を終わるとき。 

３ 鉄骨の現場溶接を始めるとき。 

４ 鉄骨の現場ボルトの締めつけを始めるとき。 

鉄筋コンクリート造の建築物 １ 基礎のくい打ちを始めるとき。 

２ 基礎の配筋を終わるとき。 

３ 地中はりの配筋を終わるとき。 

４ 各階の床又は屋根版の配筋を終わるとき。 

鉄骨鉄筋コンクリート造の建

築物 

１ 基礎のくい打ちを始めるとき。 

２ 基礎の配筋を終わるとき。 

３ 地中はりの配筋を終わるとき。 

４ 鉄骨の現場溶接を始めるとき。 

５ 鉄骨の現場ボルトの締めつけを始めるとき。 

６ 各階の床又は屋根版の配筋を終わるとき。 

２ 前項の規定は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の構造を併

用している建築物にあっては、それぞれの構造部分において適用する。 

３ 法第88条第１項及び第２項において準用する法第６条第１項の規定により確認を必要とす

る工作物について建築主事が特に工程を指定した場合において、当該工作物の工事がそ

の工程に達するときは、工事施工者は、その工程に達する日の３日前までに当該工事状況

について、建築主事に工程報告書を提出しなければならない。 

（工事の監理報告） 

第８条の２ 前条に規定する建築物の工事監理者又は工作物の工事施工者は、当該建築物

又は工作物の工事に使用したコンクリート、鉄材その他の材料の品質、強度等に係る試験、

検査その他の施工の状況について、工事完了時に工事監理報告書（第７号様式）を建築主

事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、法第７条の３第１項第２号の規定により市長が指定する特定工程の検査に

ついて準用する。 

（道路位置の指定） 
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第９条 法第42条第１項第５号の規定により道路位置の指定を受けようとする者（以下「指定を

受けようとする者」という。）は、道路位置指定申請書（第８号様式）の正本及び副本に、それ

ぞれ、省令第９条に規定する付近見取図のほか次に掲げる図面又は図書を添えて市長に

提出しなければならない。 

⑴ 次の表に掲げる図面を第９号様式により作成したもの。ただし、平たんな敷地にあって

は、同表の高低測量図を省略することができる。 

図面の種類 明示しなければならない事項 

公図の写し ⑴ 公図を閲覧した場所の名称及び年月日並びに閲覧者の氏名 

⑵ 地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若

しくは工作物に関して権利を有する者の氏名 

敷地計画図 ⑴ 指定に係る道の位置、延長、幅員、構造及びこう配 

⑵ 計画敷地（指定に係る道及びその道を利用しようとする敷地をいう。以下

同じ。）及び当該計画敷地に接する道路の境界線、計画敷地内の宅地

割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造 

⑶ 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置（都市計画として決

定された計画道路を含む。） 

⑷ 計画敷地の周辺の地形及び地物 

排水計画図 指定に係る道、計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造並びに排水

流末の処理方法 

高低測量図 ⑴ 等高線（２メートル以下の標高差を示すもの） 

⑵ 計画敷地境界線 

⑶ 指定に係る道の位置 

⑷ 既存道路の位置 

⑵ 指定に係る道の敷地となる土地（以下「指定道路敷」という。）の登記簿謄本並びに指定

道路敷の所有者及び指定道路敷又は指定道路敷にある建築物若しくは工作物に関して

権利を有する者の承諾書（第10号様式） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書 

２ 前項の表に掲げる図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合

は、同項の規定にかかわらず、その図書をもって当該図面に代えることができる。 

３ 指定を受けようとする者は、指定を受けようとする道の終点及び曲がり角並びに既存道路と

の接続点その他必要な場所について、コンクリート等で造られている標示くいで道路の位置

を明示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、指定を受けようとする者が道の築造を完了した場合について

準用する。この場合において、第１項中「法第 42 条第１項第５号の規定により道路位置の指

定を受けようとする者（以下「指定を受けようとする者」という。）は、 道路位置指定申請書

（第８号様式）の正本及び副本に、それぞれ、省令第９条に規定する付近見取図のほか」と

あるのは「指定を受けようとする者は、道の築造が完了したときは、道路（位置）指定等工事

及び分筆地目変更完了届書（第 10 号様式の２）に」と、「しなければならない。」とあるのは

「しなければならない。ただし、第１項の規定により提出した図面若しくは図書又は指定道路

敷の地番に変更がない場合は、この限りでない。」と読み替えるものとする。 

５ 市長は、前項に規定する届出を受理した場合において、当該道が政令第144条の４第１項

に規定する基準に適合していると認めたときは、道路位置指定通知書（第10号様式の３）に

第１項の道路位置指定申請書の副本を添えて当該申請者に通知するものとする。 

（私道の変更及び廃止） 

第９条の２ 法第42条第１項第２号から第５号まで及び同条第２項並びに法附則第５項の規定

による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、道路（位置）変更等申請書（第11号様式）

の正本及び副本に、それぞれ、前条第１項各号に掲げる図面及び図書を添えて市長に提
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出しなければならない。ただし、市長が変更又は廃止の審査に必要がないと認める図面及

び図書については、この限りでない。 

２ 前条第１項及び第２項の規定は、前項の規定により私道を変更しようとする者が道の築造

を完了した場合について準用する。この場合において、前条第１項中「法第 42条第１項第５

号の規定により道路位置の指定を受けようとする者（以下「指定を受けよう とする者」とい

う。）は、道路位置指定申請書（第８号様式）の正本及び副本に、それぞれ、省令第９条に

規定する付近見取図のほか」とあるのは「前項の規定により私道を変更しようとする者は、道

の築造が完了したときは、道路（位置）指定等工事及び分筆地目変更完了届書に」と、「し

なければならない。」とあるのは「しなければならない。ただし、前項の規定により提出した図

面若しくは図書又は指定道路敷の地番に変更がない場合は、この限りでない。」と読み替え

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により私道を変更し、又は廃止したときは、その旨を公告し、かつ、

道路（位置）変更等通知書（第11号様式の２）に第１項の道路（位置）変更等申請書の副本

を添えて当該申請者に通知するものとする。 

（道路とみなされる道の指定） 

第 10 条 法第42条第２項の規定により指定する道は、法第３章の規定が適用されるに至った

際現に建築物が立ち並んでいる幅員４メートル未満 1.8 メートル以上の道とする。 

（建ぺい率の緩和） 

第 11 条 法第53条第３項第２号の規定により指定する敷地は、幅員がそれぞれ４メートル以上

である２以上の道路（法第42条第２項の規定により指定された道と同項の規定により道路の

境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除

く。）に接し、かつ、敷地境界線の 10 分の３以上がこれらの道路に接するもの（２の道路の角

にある敷地で、それらの道路の幅員の和が 10 メートル未満のものにあっては、道路が当該

敷地をはさむ角を頂点とする長さ２メートル以上の底辺を有する２等辺三角形（当該敷地を

はさむ道路が同項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線と

みなされる線による２等辺三角形）のすみ切り部分の敷地を道路状に整備したものに限

る。）とする。ただし、これらの道路が交差し、 又は折れ曲がる場合において、その部分の

内角が 120 度を超えるときは、その道路は、２以上の道路とみなさない。 

２ 前項の規定の適用については、敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの（以下

この項において「公園等」という。）に接する場合においては、その公園等を前項に規定する

道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては、その公園等の反

対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして、同項の規定を適用する。 

３ 前２項の規定を適用する敷地と同等の効果が期待できるものとして市長が認めた敷地は、

第１項の規定を適用して指定された敷地とみなす。 

（総合設計に係る敷地面積の規模） 

第 11 条の２ 政令第136条第３項ただし書の規定により規則で定める敷地面積の規模は、近

隣商業地域又は商業地域については、500 平方メートルとする。 

（建築協定の認可申請） 

第 12 条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築

協定認可申請書（第12号様式）の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書面を

添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 法第70条第１項に規定する建築協定書 

⑵ 建築協定区域、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概

略を表示する図面 

⑶ 建築協定をしようとする理由書 
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⑷ 法第69条に規定する土地の所有者等（法第77条に規定する建築物の借主を含む。以

下「土地の所有者等」という。）の全員の住所、氏名及び権利の種類並びにその合意を証

する書面 

⑸ その他市長が必要と認める図書 

２ 前項の規定は、法第76条の３第２項の規定による建築協定の認可申請について準用す

る。 

（建築協定の変更又は廃止の認可申請） 

第 12 条の２ 法第74条第１項又は第76条第１項（法第76条の３第６項の規定により準用する場

合を含む。）の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、

建築協定変更等認可申請書（第13号様式）の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図

書（建築協定を廃止しようとする場合においては、第１号に掲げる図書を除く。）及び書面を

添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示する図

面 

⑵ 法第70条第１項の規定により認可を受けた建築協定書 

⑶ 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書 

⑷ 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び権利の種類並びにその全員の合意（廃止し

ようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意）を証する書面 

（建築協定の認可の通知） 

第 12 条の３ 市長は、前２条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したと

きは、第12条の規定による認可の場合にあっては建築協定認可通知書（第13号様式の２）

に、前条の規定による認可の場合にあっては建築協定変更等認可通知書（第13号様式の

３）に、それぞれの申請書の副本を添えて当該申請者に通知するものとする。 

（借地権が消滅した場合の届出） 

第 12 条の４ 法第74条の２第３項の規定による届出は、借地権消滅届書（第14号様式）に借

地権が消滅したことを証する書面及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出す

ることにより行うものとする。 

（建築協定に加わる場合の届出） 

第 12 条の５ 法第75条の２第１項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入

届書（第15号様式）に、土地の所有者であることを証する書面及び土地の位置を表示する

図面を添付して市長に提出しなければならない。 

（一人建築協定が効力を有することとなった場合の届出） 

第 12 条の６ 法第76条の３第２項の規定により建築協定の認可を受けた者は、当該建築協定

が効力を有することとなったときは、速やかに、建築協定発効届書（第16号様式）に、新たに

土地の所有者等となった者であることを証する書面及び土地の位置を表示した図面を添付

して市長に提出しなければならない。 

（軽微な変更等の届出） 

第13条 建築主は、法、政令、建築基準条例又は地区計画条例の規定による許可、指定、認

定又は法第６条第１項、法第６条の２第１項（これらの規定を法第87条第１項又は法第88条

第１項において準用する場合を含む。）の規定による確認（以下「許可等」という。）を受けた

後工事を完了する前に、その建築物等の計画の変更（省令第３条の２に規定する軽微な変

更に限る。）をしようとするときは、計画変更届書（第17号様式）に計画変更部分を記載した

図書及び当該許可等の通知書等を添えて市長（確認申請に係るものについては、建築主

事）に提出しなければならない。 

２ 許可等を受けた後工事を完了する前に、建築主、代理者、工事監理者又は工事施工者を

変更しようとするときは、名義変更届書（第18号様式）に許可等の通知書等を添えて市長
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（確認申請に係るものについては、建築主事）に提出しなければならない。これらの者又は

設計者若しくは建築設備に関し意見を聴いた者の住所を変更したときも、同様とする。 

（取下げ等の届出） 

第 14 条 許可等の申請をした者が、当該申請書を取り下げようとするときは、取下げ等届書

（第19号様式）を市長（確認申請に係るものについては、建築主事）に提出しなければなら

ない。 

２ 建築主は、許可等を受けた後に当該工事又は用途の全部又は一部を取りやめたときは、

前項の取下げ等届書に当該許可等の通知書等を添えて市長（確認申請に係るものについ

ては、建築主事）に提出しなければならない。 

（計画通知への準用） 

第 15 条 前２条の規定は、法第18条第２項の規定による通知をした者について準用する。 

（磁気ディスク等による手続ができる区域） 

第 16 条 省令第11条の３第１項の規定（省令第５条第２項及び第６条第２項の報告書に係る

規定を除く。）により磁気ディスク等による手続ができる区域は、本市全域とする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和 57 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、既に神奈川県知事又は神奈川県建築主事に提出された建築確認申

請等については、鎌倉市長又は鎌倉市建築主事に提出されたものとみなす。 

付 則（昭和 59 年３月 31 日規則 30） 

この規則は、昭和 59 年４月１日から施行する。 

付 則（昭和 62 年３月 31 日規則 43） 

この規則は、昭和 62 年４月１日から施行する。 

付 則（昭和 63 年 12 月 12 日規則 19） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第 11 条の次に１条を加える改正規定は、昭

和 64 年４月１日から施行する。 

付 則（平成５年６月 25 日規則７） 

この規則は、平成５年６月 25 日から施行する。 

付 則（平成６年３月 31 日規則 39） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

付 則（平成８年３月 28 日規則 36） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

付 則（平成９年３月 25 日規則 32） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

付 則（平成 11 年４月 30 日規則１） 

この規則は、平成 11 年５月１日から施行する。 

付 則（平成 12 年３月 31 日規則 27） 

この規則は、平成 12 年４月１日から施行する。 

付 則（平成 12 年５月 31 日規則２） 

この規則は、平成 12 年６月１日から施行する。 

付 則（平成 13 年 12 月 28 日規則 14） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成 15 年８月 21 日規則７） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 15 年９月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 12 条第１項及び第２項の規定による報告につい

ては、平成16年３月31日までの間は、この規則の施行後も、なお従前の例によることができ

る。 

付 則（平成 21 年６月４日規則５） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成 23 年 1 月 25 日規則 23） 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。 
 (経過措置) 
２ 改正後の第３条第２項第２号の規定は、平成23年度以後の年度分の報告について適

用し、平成22年度分までの報告については、なお従前の例による。 
付 則（平成 27 年３月 30 日規則 52） 
この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

付 則（平成 28 年 5 月 31 日規則 10） 
この規則は、平成 28 年６月１日から施行する。 
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第 2 号様式（第 2 条） 
許 可 通 知 書 

鎌   令第     号 

年  月  日 

       様 

鎌倉市長        印 

 下記による許可申請書及び添付図書に記載の計画について、許可しましたので通知しま

す。 

1 申 請 年 月 日 年  月  日 

２ 地 名 地 番 鎌倉市 

位

置

敷
地
の 

用 途 地 域    
そ の 他 の 区域

地 域 、 地 区 

  

防 火 地 域 防火・準防火・指定な
し 

3 主 要 用 途   4 工 事 種 別 
新築・増築・改築・移

転・用途変更 

  申請部分 
申請以外

の 部 分 
合 計 敷地面積との比 

５ 

建

築

物

の

概

要 

敷 地 面 積   ㎡  

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ％ 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ％ 

建築物の高さ ｍ ｍ 工事着工予定日 年  月  日 

軒 の 高 さ ｍ ｍ 工事完了予定日 年  月  日 

構 造   

6 
許可を受けた具

体 的 事 項 

  

許 可 条 件   

（注） この通知書は、大切に保存しておいてください。 
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第 3 号様式（第 2 条の 2） 

認 定 等 申 請 書 

受付欄 

年  月  日 
  （宛先）鎌倉市長 
  

申 請 者 
（建築主） 

  
氏名 印   
  

 建築基準法・鎌倉市建築基準条例第   条第   項の規定による申請をします。 

申 請 区 分 □ 認 定  □ 指 定 

1 建築主住所氏名 電話   （  ） 

2 
代 理 者 資 格 
住 所 氏 名 
建築士事務所名 

（ ）建 築 士（ ）登録第   号 

（ ）建築士事務所（ ）登録第   号 電話   （  ） 

3 
設 計 者 資 格 
住 所 氏 名 
建築士事務所名 

（ ）建 築 士（ ）登録第   号 

（ ）建築士事務所（ ）登録第   号 電話   （  ） 

４ 地 名 地 番 鎌倉市 

位

置

敷
地
の 

用 途 地 域    そ の 他 の 区域

地 域 、 地 区 

  

防 火 地 域 防火・準防火・指定な
し 

5 主 要 用 途   6 工 事 種 別 
新築・増築・ 
（    ） 

  申請部分 
申請以外

の 部 分 
合 計 敷地面積との比 

７ 

建

築

物

の

概

要 

敷 地 面 積   ㎡  

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ％ 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ％ 

建築物の高さ ｍ ｍ 工事着工予定日 年  月  日 

軒 の 高 さ ｍ ｍ 工事完了予定日 年  月  日 

構 造   

8 
認定又は指定を受

ける具体的事項 

  

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 3 号様式の 2（第 2 条の 2） 

認 定 等 通 知 書 

鎌   令第     号 

年  月  日 

       様 

鎌倉市長        印 

 下記による認定等申請書及び添付図書に記載の計画について、次のとおり通知します。 

通 知 区 分 □ 認 定  □ 指 定 

1 申 請 年 月 日 年  月  日 

２ 地 名 地 番 鎌倉市 

位

置

敷
地
の 

用 途 地 域    
そ の 他 の 区域

地 域 、 地 区 

  

防 火 地 域 防火・準防火・指定な
し 

3 主 要 用 途   4 工 事 種 別 
新築・増築・ 
（    ） 

  申請部分 
申請以外

の 部 分 
合 計 敷地面積との比 

５ 

建

築

物

の

概

要 

敷 地 面 積   ㎡  

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ％ 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ％ 

建築物の高さ ｍ ｍ 工事着工予定日 年  月  日 

軒 の 高 さ ｍ ｍ 工事完了予定日 年  月  日 

構 造   

6 
認定又は指定を

受 け た

具 体 的 事 項 

  

（注） この通知書は、大切に保管しておいてください。 

 

 

 

第４号様式  削除 
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第 5 号様式（第 7 条） 

工 事 監 理 者 等 決 定 届 書 

  
受付番号 Ｈ 確 

建 
（ ） 

鎌倉 

年  月  日 

   （宛先）鎌倉市建築主事 

    住 所     

申請者     

  氏 名 印   

 次のとおり定めたので届け出ます。 

届 け 出 区 分 □ 工 事 監 理 者   □ 工 事 施 工 者 

1 
確 認 申 請 書

受理年月日及び

番 号 
年   月   日  第   号 

2 
確 認 年 月 日

及 び 番 号 
年   月   日  第   号 

3 

工事監理者資格 
建築士事務所名 
住 所 氏 名 

（     ）級建築士 （     ）登録第    号 
電話  （  ） 

（     ）級建築士事務所（     ）登録第    号 

4 
工 事 施 工 者

住 所 氏 名 

建設業許可  第    号 

電話  （  ） 

上記のとおり確認しました。  起 案   

（決 裁 欄） 

決 裁   

交 付   

概 要 書

訂 正 
不要・要 確認者 

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 



 13 
 

第 6 号様式（第 8 条） 

工 程 報 告 書 

受付欄 

年  月  日 

  （宛先）鎌倉市建築主事 

  住 所     

  工 事 監 理 者 
(工事施工者 )  

  氏 名 印   

 次のとおり工程に達するので報告します。 

確認年月日及び番号 年   月   日  第   号 

敷 地 の 地名 、 地番 鎌倉市 

建 築 物 の 用 途   

工 事 の 種 別   

工 程 に 達 す る 日 年   月   日 

工 程 の 要 旨   

上記のとおり確認しました。  
供 覧 

  

  

（決 裁 欄） 

  

閲 了 
  

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 7 号様式（第 8 条の 2） 

工 事 監 理 報 告 書 

受付欄 

年  月  日 
  （宛先）鎌倉市建築主事 

工事監理者（ ）建築士 （ ）登録第   号 

（ ）建築士事務所（ ）登録第   号 

建築士事務所名         

  
住 所   

  

氏 名 印 

工事施工者 建設業の許可 大臣 
知事 

第      号 

  
住 所   

  

氏 名 印 

 次のとおり報告します。 

確認年月日・番号 年   月   日    第    号 

建築主住所・氏名   

建 築 場 所 鎌倉市 

建 築 物 名 称   

工 事 期 間 年  月  日～  年  月  日 

建 築 物 の 概 要 

主 要 用 途   工 事 種 別   

建 築 面 積 ㎡ 延 べ 面 積 ㎡ 

構 造 規 模 造 地上   階 地下   階 

報 告 事 項   

上記のとおり確認しました。  
供 覧 

  

  

（決 裁 欄） 

  

閲 了 
  

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入し、該当する項目は〇で囲んでください。 
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第 8 号様式（第 9 条、第 9 条の 2） 

道 路 位 置 指 定 申 請 書 

受付欄 

年  月  日 
  （宛先）鎌倉市長 

  申請者 
氏 名 

  
(築造主 ) 印   

 建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号の規定による指定を申請します。 

1 築造主住所氏名 
電話  （  ） 

2 
代 理 者 資 格 
住 所 氏 名 
建築士事務所名 

（  ）建 築 士（  ）登録第   号 

（  ）建築士事務所（  ）登録第   号 電話（  ） 
3 

地 名 地 番 鎌倉市 
う
と
す
る
土
地

指
定
を
受
け
よ 

用 途 地 域 
  そ の 他

の 区 域 

地域、地
区 

  

防 火 地 域 防火・準防火・指定なし 

4 開発区域の面積 ㎡ 

5 

指定を受けよう

とする道の敷地

となる土地の地

名地番及び地目 

鎌倉市 
地目 

6 
指定を受けよう

とする道の幅員

及び延長 

幅 員 ｍ 

延 長 ｍ 

7 
指定を受けよう

とする道の境界

標示方法 

  

8 
道路築造着工予

定日 
平成   年   月   日 

9 
道路築造完了予

定日 
平成   年   月   日 

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 



 16 
 

第 9 号様式（第 9 条、第 9 条の 2） 
     

指 定 年 月 日    

指 定 番 号   

公 告 年 月 日   

公 告 番 号   
図面作製者住所
氏 名 印 

  
 方 位  

 申 請 道 路 

 既 存 道 路 

 
指 定 済 道 路 
指定年月日及び指定
番号を記入のこと 

 廃 止 さ れ る 道 路 

 都 市 計 画 道 路 

 予 定 道 路 

 下 水 

 地 番 境 

 敷 地 境 

 既 存 建 築 物 

 1 附近見取図は、地籍図と方位を一致させ、最寄りの駅、バス停その他の目標物を正確

に記入すること｡ 
 2 敷地計画図には、地番境及び地番を記入し、それぞれ権利者の氏名を記入すること｡ 
 3 図面の縮尺は、600 分の 1 以上（各部構造図については 50 分の 1 以上）とすること。 
 4 単位は、｢メートル｣（小数点以下 1 位まで）とする。 
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第 10 号様式（第 9 条、第 9 条の 2） 
承 諾 書 

年  月  日 

    （申請者氏名） 

             の申請に係る道路（位置）指定・変更・一部廃止・廃止申請

書及び添付図面に記載されているとおり道路（位置）指定・変更・一部廃止・廃

止については、異議ありません。 

道路敷地に関係のあ
る権利の対象となる
物件 

土 地 、 建 築 物 又 は

工 作 物 の 所 在 地 

権利の

種 別 
権 利 者 の 住 所 氏 名 印 

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

□ 土 地 
□ 建 築 物 
□ 工 作 物 

鎌倉市       

権 利 に 係 る

特 記 事 項 
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第 10 号様式の 2（第 9 条、第 9 条の 2） 

道路（位置）指定等工事及び分筆地目変更完了届書 
受付欄 

年  月  日 

  （宛先）鎌倉市長 

  申請者 
(築造主 ) 氏 名 印 

  

      年  月  日に申請した道路の工事及び分筆地目変更が完了しましたので

届け出ます。 

届 け 出 区 分 □ 指 定 □ 変 更 □ 一部廃止 

1 築造主住所氏名 

電話  （  ）     

2 
代 理 者 資 格 
住 所 氏 名 
建築士事務所名 

（  ）建 築 士（  ）登録第  号 

（  ）建築士事務所（  ）登録第  号 電話  （  ） 

3 
分筆地目変更後

の地番・地目 

申請時の地 番 地 目 変 更 後 の 地 番 地 目 

        

4 添 付 図 書   

5 特 記 事 項   

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 10 号様式の 3（第 9 条） 

道 路 位 置 指 定 通 知 書 

鎌 令第    号 

年  月  日 

      様 

鎌倉市長        印 

 下記による指定申請書及び添付図書に記載の計画について、次のとおり通知します。 

1 申 請 年 月 日 年   月   日 

２ 

指
定
を
す
る
土
地 

地 名 地 番 鎌倉市 

用 途 地 域 
  

その他の区域

地 域 、 地 区 

  

防 火 地 域 防火・準防火・指定なし 

3 開発区域の面積 ㎡ 

4 
道路の敷地となる

土地の地名地番及

び地目 
鎌倉市 

地目 

5 
道路の幅員及び延

長 

幅 員 ｍ 

延 長 ｍ 

6 
道路の境界標示方

法 

  

（注） この通知書は、大切に保存しておいてください。 
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第 11 号様式（第 9 条の 2） 

道路（位置）変更等申請書 
受付欄 

年  月  日 

  （宛先）鎌倉市長 

  申請者 
(築造主 ) 氏 名 印   

  建築基準法の施行に関する規則第 9 条の 2 第  項の規定による申請をします。 

申 請 区 分 □ 変 更 □ 一部廃止 □ 廃 止 

1 築造主住所氏名 
電話  （  ）      

2 
代 理 者 資 格 
住 所 氏 名 
建築士事務所名 

（  ）建 築 士（  ）登録第   号 

（  ）建築士事務所（  ）登録第   号 電話（ ） 

3 
変更等を受けよ
うとする土地の
地名地番 

鎌倉市 

4 変更・一部廃止・廃止前の道路 

地名地番及び地目 鎌倉市 
地目 

幅 員 及 び 延 長 
幅員     ｍ 指定年月日・番

号及び申請者名 
年  月  日第  号 

延長     ｍ 

5 変更・一部廃止後の道路 

地名地番及び地目 鎌倉市 
地目 

幅 員 及 び 延 長 
幅 員 ｍ 

延 長 ｍ 

6 変更等を受ける理由   

7 道路築造着工予定日 年   月   日 

8 道路築造完了予定日 月   月   日 

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 11 号様式の 2（第 9 条の 2） 

道路（位置）変更等通知書 

鎌 令第    号 

年  月  日 

      様 

鎌倉市長        印 

 下記による道路（位置）変更等申請書及び添付図書に記載の計画について、次のとおり

通知します。 

通 知 区 分 □ 変 更 □ 一部廃止 □ 廃 止 

1 申 請 年 月 日 年   月   日 

2 
変更等をする土
地の地名地番 鎌倉市 

3 変更・一部廃止・廃止前の道路 

地名地番及び地目 鎌倉市 
地目 

幅 員 及 び 延 長 
幅員     ｍ 指定年月日・番

号及び申請者名 
年  月  日第  号 

延長     ｍ 

4 変更・一部廃止後の道路 

地名地番及び地目 鎌倉市 
地目 

幅 員 及 び 延 長 
幅 員 ｍ 

延 長 ｍ 

（注） この通知書は、大切に保存しておいてください。 
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第 12 号様式（第 12 条、第 12 条の 3） 

建 築 協 定 認 可 申 請 書 

受付欄 

年  月  日 

   （宛先）鎌倉市長 

    住 所     

申請者     

  氏 名 印   

 次のとおり建築協定を締結したいので、建築基準法第  条第  項の規定により申請

します。 

 

（1） 建築協定の名称   
建

築

協

定

の

概

要 

（2） 区域の地名地番 鎌倉市 

(3) 
建築物に関す
る 協 定 事 項 建築物の 

敷地・位置・構造・用途 
形態・意匠・建築整備 

に関する基準 

(4) 有 効 期 間 年 

(5) 
違反があった
場 合 の 措 置     

（6） 協 定 区 域 の 面 積 ㎡ (7) 区 画 数 区画 

（8） 用 途 地 域   

(10) 
その他の

地域地区 
  

（9） 防 火 地 域 
防火・準防火・指

定なし 

（11） 

土 地 の 所 有 者 等

の 人 数 

土 地 の

所 有 者 

建築物の所有

を目的とする 
法第 77 条

に規定する

建築物の借

主 

合 計 
地上権者 賃借権者 

人 人 人 人 人 

（注）1 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 

  2 欄内に記入しきれないときは、別紙に記入してください。 
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第 13 号様式（第 12 条の 2、第 12 条の 3） 

建 築 協 定 変 更 等 認 可 申 請 書 

受付欄 

年  月  日 

   （宛先）鎌倉市長 

    住 所     

申請者     

  氏 名 印   

  次のとおり  年  月  日第  号認可の建築協定について、建築基準法第   

条第 1 項の規定により申請します。 

申 請 区 分 □ 変 更  □ 廃 止 

建

築

協

定

の

概

要 

（1） 建築協定の名称   

（2） 区域の地名地番 鎌倉市 

(3) 
建築物に関す
る 協 定 事 項 建築物の 敷地・位置・構造・用途 

形態・意匠・建築整備 に関する基準 

(4) 有 効 期 間 年 

(5) 
違反があった
場 合 の 措 置   

（6） 協 定 区 域 の 面 積 ㎡ (7) 区 画 数 区画 

（8） 用 途 地 域   
(10)  その他の

地域地区 
  

（9） 防 火 地 域 
防火・準防火・指

定なし 

(11) 

土 地 の 所 有 者 等

の 人 数 

土 地 の

所 有 者 

建築物の所有を

目 的 と す る 
法第 77 条に規

定する建築物

の借主 
合 計 

地 上 権 者 賃 借 権 者 

人 人 人 人 人 

(12) 

建築協定の廃止に合

意する土地の所有者

等 の 人 数 

土 地 の

所 有 者 

建築物の所有を

目 的 と す る 
法第 77 条に規

定する建築物

の借主 
合 計 

地 上 権 者 賃 借 権 者 

人 人 人 人 人 

(13） 
建築協定の廃止に合

意する土地の所有者

等 の 割 合 
％ 

(注) 1 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
2 （12）及び（13）欄は、協定を廃止する場合のみ 
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第 13 号様式の 2（第 12 条の 3） 

建 築 協 定 認 可 通 知 書 

鎌 令第    号 

年  月  日 

      様 

鎌倉市長        印 

     年   月   日付けの申請については、次のとおり認可したので通知しま

す。 

 

（1） 建築協定の名称   
建

築

協

定

の

概

要 

（2） 区域の地名地番 鎌倉市 

(3) 
建築物に関す
る 協 定 事 項 建築物の 

敷地・位置・構造・用途 
形態・意匠・建築整備 

に関する基準 

(4) 有 効 期 間 年 

(5) 
違反があった
場 合 の 措 置     

（6） 協 定 区 域 の 面 積 ㎡ (7) 区 画 数 区画 

（8） 用 途 地 域   

(10) 
その他の

地域地区 
  

（9） 防 火 地 域 
防火・準防火・指

定なし 

（11） 

土 地 の 所 有 者 等

の 人 数 

土 地 の

所 有 者 

建築物の所有を

目 的 と す る 
法第 77 条

に規定する

建築物の借

主 

合 計 
地 上 権 者 賃 借 権 者 

人 人 人 人 人 
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第 13 号様式の 3（第 12 条の 3） 

建 築 協 定 変 更 等 認 可 通 知 書 

鎌 令第    号 

年  月  日 

            様 

鎌倉市長        印 

     年   月   日付けの申請については、次のとおり認可したので通知しま

す。 

通 知 区 分 □ 変 更  □ 廃 止 

建

築

協

定

の

概

要 

（1） 建築協定の名称   

（2） 区域の地名地番 鎌倉市 

(3) 
建築物に関す
る 協 定 事 項 建築物の 

敷地・位置・構造・用途 
形態・意匠・建築整備 

に関する基準 

(4) 有 効 期 間 年 

(5) 
違反があった
場 合 の 措 置   

（6） 協 定 区 域 の 面 積 ㎡ （7）区 画 数 区画 

（8） 用 途 地 域   
（10）その他の

地域地区 
  

（9） 防 火 地 域 
防火・準防火・指

定なし 

（11） 

土 地 の 所 有 者 等

の 人 数 

土 地 の

所 有 者 

建築物の所有を
目 的 と す る 

法第 77 条
に規定する
建築物の借
主 

合 計 
地 上 権 者 賃 借 権 者 

人 人 人 人 人 

（12） 
建築協定の廃止に合

意する土地の所有者

等 の 人 数 

土 地 の

所 有 者 

建築物の所有を
目 的 と す る 

法第 77 条
に規定する
建築物の借
主 

合 計 
地 上 権 者 賃 借 権 者 

人 人 人 人 人 

(13） 
建築協定の廃止に合

意する土地の所有者

等 の 割 合 
％ 
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第 14 号様式（第 12 条の 4） 

借 地 権 消 滅 届 書 

受付欄 

年  月  日 

  （宛先）鎌倉市長 

  住 所     
  届出者   
  氏 名 印   

  電 話 （ ） 

 次のとおり借地権が消滅したので、建築基準法第 74 条の 2 第 2 項の規定により届け出ま

す。 

（1） 建 築 協 定 の 名

称 
  

（2） 認可年月日・番

号 
年   月   日  第   号 

（3） 借地権消滅年月

日 
年   月   日 

（4） 土 地 の 地 名 地

番 
鎌倉市 

（5） 所有者の住所・氏

名 
電話  （  ）      

上記のとおり確認しました。  
供 覧 

  

  

（決 裁 欄） 

 

閲 了 

  

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 15 号様式（第 12 条の 5） 

建 築 協 定 加 入 届 書 

受付欄 

年  月  日 

  （宛先）鎌倉市長 

  住 所     
  届出者   
  氏 名 印   

  電話  （  ）   

 次の建築協定に加入したいので、建築基準法第 75条の 2第 1項の規定により届け出ます。 

（1） 建 築 協 定 の 名

称 
  

（2） 認可年月日・番

号 
年   月   日  第   号 

（3） 土 地 の 地 名 地

番 
鎌倉市 

 上記のとおり確認しました。  供 覧 
  

  

（決 裁 欄） 

  
閲 了 

  

地図処理 
  

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 16 号様式（第 12 条の 6） 

建 築 協 定 発 効 届 書 

受付欄 

年  月  日 

  （宛先）鎌倉市長 

  住 所     
  届出者   
  氏 名 印   

 次のとおり建築基準法第 76条の 3第 4項の規定により効力を有することとなつたので、

届け出ます｡ 

（1） 建 築 協 定 の 名 称   

（2） 認可年月日・番号 年   月   日  第   号 

（3） 
効力を有することとな

つた年月日 
年   月   日 

 上記のとおり確認しました。  供 覧 
  

  

（決 裁 欄） 

  
閲 了 

  

台帳処理 
  

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 17 号様式（第 13 条） 

正 計 画 変 更 届 書 

  受付欄 

年  月  日 
  （宛先）鎌 倉 市 長 
      鎌倉市建築主事 

  住 所     

  建築主   
  氏 名 印 

  住 所   
  

  設計者   
  氏 名 印 
  次のとおり届け出ます｡ 

確認等の年月日・番号 年   月   日 

許 可 
確 認 
（  
） 

第     号 

建 築 主 
住 所   

氏 名   

敷 地 の 
位 置 

地 名 地 番 鎌倉市 

用 途 地 域   その他の地
域 ・ 地 区   

防 火 地 域 防火・準防火・指定なし 敷 地 面 積 ㎡ 

主 要 用 途   工 事 種 別   

構 造 規 模 造一部    造 地上    階 地下    階 

変更前の

建 築 物 

  申請部分 申請外部分 合 計   
建築面積 ㎡ ㎡ ㎡ 建ぺ い率   ％ 
延べ面積 ㎡ ㎡ ㎡ 容 積 率   ％ 

変更後の

建 築 物 

  申請部分 申請外部分 合 計   
建築面積 ㎡ ㎡ ㎡ 建ぺ い率   ％ 
延べ面積 ㎡ ㎡ ㎡ 容 積 率   ％ 

変 更 の 概 要   

 上記のことについて受理書を交付してよいで
しようか。 起 案   

（決 裁 欄） 

決 裁   

交 付   

概要書訂正 不要・要 確認者 □ 

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 18 号様式（第 13 条） 

正 名 義 変 更 届 書 

  受付欄 

年  月  日 
  （宛先）鎌 倉 市 長 
      鎌倉市建築主事 
  住 所     

  建築主   
  氏 名 印 

  次のとおり届け出ます｡ 

敷 地 の 地 名 ・ 地 番 鎌倉市 

確認等の年月日・番号 年   月   日 
許 可 
確 認 
（  ） 

第      号 

建 築 主

住 所 ・ 氏 名 

変更前 
電話   （  ）         

印 

変更後 
電話   （  ）         

印 

代 理 人

住 所 ・ 氏 名 

変更前 
電話   （  ）         

印 

変更後 
電話   （  ）         

印 

工 事 監 理 者

住 所 ・ 氏 名 

変更前 
（ ）建 築 士（ ）登録第    号 電話 
（ ）建築士事務所（ ）登録第    号 （  ） 

変更後 
（ ）建 築 士（ ）登録第    号 電話 
（ ）建築士事務所（ ）登録第    号 （  ） 

印 

工 事 施 工 者

住 所 ・ 氏 名 

変更前 
建設業者登録 第   号 電話   （  ） 

変更後 
建設業者登録 第   号 電話   （  ） 

印 

変 更 の 理 由 
  

 上記のことについて受理書を交付してよいで

しようか。 
起 案   

（決 裁 欄） 

決 裁   

交 付   

概要書訂正 不要・要 確認者 

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
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第 19 号様式（第 14 条） 
取 下 げ 等 届 書 

  
受付番号 Ｈ 確 

建 
（ ） 

鎌倉 

年  月  日 
  （宛先）鎌 倉 市 長 
      鎌倉市建築主事 
  届出者 住 所     
      

  (建築主) 氏 名 印 

  次のとおり届け出ます｡ 

届 け 出 区 分 □ 取下げ □ 取りやめ 

敷 地 の 地 名 地 番 鎌倉市 

申 請 年 月 日 年  月  日  第      号 

確認等の年月日・番

号 
年  月  日 

許 可 
確 認 
（  ） 

第       号 

取下げ等の年月日 年  月  日 

取 下 げ 等 の 理 由   

 ＊ 私は、取下げ等届受理書及び確認（許可・承認・認可・認定・指定）通知書（添付

図書を含む。）を、届出の日から一か年経過しても受理しない場合には、貴職において

これらのものを廃棄処分することに同意します。 

 上記のことについて受理書を交付してよいでしようか。  起案   

（決 裁 欄） 
決裁   

交付   

（注） 太線の枠内のみ必要事項を記入してください。 
 


